
第Ⅰ部  総  括  編 
 

第１章  平成 17 年度重点施策 

 

 

              学 校 教 育の充実    児 童 ・ 生 徒 の 健 全 育 成                

                        快 適 な 学 習 環 境 づ く り                

                        学 校 教 育 の 多 様 化 と 指 導 の 充 実                

                        す ぐ れ た 教 職 員 の 確 保                

                        教 職 員 の 資 質 の 向 上                

                        健 康 ・ 安 全 教 育 の 促 進                

                        教 育 行 政 の 運 営                

                        学 校 の 管 理 運 営                

                        学 校 教 育 関 係 団 体 の 育 成                  

 

教 育 の 新 生 と 男 女 共 同   青 少 年 健全育成    青 少 年 健 全 育 成 の 推 進 

参 画 社会づくり        の 推 進  

 

生 涯 学 習の振興    生 涯 学 習 の 推 進                

                        家 庭 教 育 の 充 実                

                        社 会 教 育 施 設 の 充 実                

                        社 会 教 育 関 係 団 体 の 育 成                

 

              文 化 ・ スポーツ    芸 術 文 化 の 普 及 及 び 保 存 

              の 振 興        文 化 財 の 保 存 ・ 活 用                

                        ス ポ ー ツの普及奨励・指導の充実  

                        社 会 体 育 施 設 の 充 実 

                        社 会 体 育 関 係 団 体 の 育 成                
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第 2 章 平成 1７年度における教育行政の主な動き 

 

１  総 務 課  

  教 育 企画室  

   「 あ い ちの教育に関するアクションプラン（仮称）」の策定に向けての検討、「県立学校情報

化推進計画」の見直し、教育委員会規則等の審査に関する事務を行った。  

２  財 務 施設課－学校教育の充実  

(1)県 立 学 校建物の耐震改修  

東 海 及び東南海・南海地震の発生が懸念される中、災害発生時における児童・生徒の安全確

保及び近隣住民の避難所としての機能を確保するため、平成 17 年 度 は 38 校 39 棟 の 県 立学校建

物の耐震改修を実施した。なお、平成 13 年 度 までに終了した耐震診断の結果、補強が必要とさ

れる建物のうち、耐震性能が低く優先的な対応が必要とされる建物については、平成 14 年 度 か

ら５年間で耐震改修を進めている。  

(2)個 に 応 じた多様な教育のための教職員定数改善  

   小 学 校 第１学年では、幼稚園、保育所等から入学する段階で、集団学習、集団生活へ円滑に

移行できるよう、県が定める研究指定校において、35 人 学 級を継続実施することとした。また、

標準法による新規改善計画に沿って、平成 17 年 度 は 小・中学校においては少人数指導、ティー

ム ・ テ ィ ーチ ン グ 及 び選 択 履 修 の拡 大 な ど の新 し い 指 導方 法 の 工 夫・ 改 善 等 に対 応 す る ため の

教員を 1,689 人 配 置 するとともに、日本語教育の必要な児童生徒のための日本語教育適応学級

担当教員を 141 人 、効 果的な教育指導を実施するための通級指導教室対応教員を 65 人 、さ らに、

児童生徒支援対応教員を 139 人 配 置 するなどの教員配置の改善を行った。  

(3)魅 力 と 活力ある県立高等学校づくり  

 社 会 の 変化 や 生 徒 の多 様 化 、 少子 化 に よ る生 徒 数 の 減少 に 対 応 する た め 、 県立 高 等 学 校再 編

整備実施計画（第 1 期 ） 等に基づき、魅力と活力ある県立高等学校づくりを推進した。  

３  教 職 員課－教員の育成と登用  

(1)指 導 力 不足教員等への対応について  

   魅 力 と 活力のある学校づくりを推進するためには、教員一人ひとりの資質・能力の向上と積

極的な教育活動への参画が求められる。  

   平 成 15 年 度 か ら、指導力向上を要する教員として認定された者は、当該教員の指導力不足の

実態に応じた研修計画を作成し、総合教育センターを中心に研修を受講させている。  

   平 成 17 年 度 は 、「教員の資質向上検討会議」を設置し、指導力不足教員の的確な把握等を始

めとした人事管理の在り方及び県教委と市町村教委との連携の在り方等について検討を行った。 

 (2)教 員 評価制度について  

教 育 改革を実現し、地域住民から信頼される学校づくりを進めるためには、教職員一人ひと

りが、その資質能力を向上させながらそれを最大限に発揮し、学校運営に積極的に参画するこ

とが不可欠である。そのためには、教職員一人ひとりの能力や実績等が適正に評価され、評価

が人事や給与等の処遇に適切に結びつけられることが必要である。  

こ の ため、平成 15 年 度か ら平成 17 年 度 の 3 か 年 、文部科学省の委嘱を受け「教員の新たな

評価システムに関する調査研究」に取組んできた。  
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平成 17 年 度は 、調査研究会議を年 3 回 開 催するとともに、研究指定校として小学校 10 校 、

中 学校 10 校 、 県 立学校 15 校 に 実 践的調査研究を行った。  

４  福 利 課  

   県 、 公 立学校共済組合及び愛知県教育職員互助会の三者が一体となり、愛知の教育行政の更

な る 円 滑 化を 目 指 し 、教 職 員 の 生活 の 安 定 と福 祉 の 向 上を 図 る た め、 各 種 医 療給 付 等 の 短期 給

付事業、退職共済年金給付等の長期給付事業、臨時の支出に対する貸付や人間ドッグ健診補助・

メ ン タ ル ヘル ス 相 談 事業 等 の 福 祉事 業 及 び 健康 づ く り ・生 き が い 活動 支 援 等 の厚 生 事 業 を実 施

した。  

ま た 、 県 内 19 地 区 に 建 設 さ れ て い る 教 職 員 住 宅 の 管 理 運 営 及 び 教 職 員 の 衛 生 管 理 、 公 務   

災 害 補 償に関する事業を実施した。  

５  生 涯 学習課及び文化財保護室－生涯学習の推進と芸術文化の振興  

(1)生 涯 学 習の推進  

県 の 生涯学習に関する施策を総合的かつ効果的に推進するために、生涯学習推進本部会議を  

  開 催 するとともに、県の生涯学習関連事業を体系的にとりまとめた。また、県民の多様な学習

活動を支援するため、「生涯学習情報システム（学びネットあいち）」により広域的に生涯学習

情報を提供するとともに、生涯学習推進センター情報誌「まなびぃあいち」を発行した。  

さ ら に、 県民 に学習 の機 会を提 供す るため に生 涯学習 講座 （地域 開催 講座、学校 開放講座）

を開催したり、リカレント教育の推進を図った。  

 (2)青 少 年地域ふれあい促進事業の推進  

   青 少 年 に様々な奉仕体験活動の機会を提供したり、事業を企画・運営する体験を通して、新

たな時代の地域の担い手としての青少年を育成した。  

(3)家 庭 教 育の充実  

家 庭 教育を担う保護者に、改めて家庭教育のあり方を見直す機会を提供し、家庭での望まし

い実践を促進した。特に、日頃、家庭教育に関心の少ない親への働きかけを視野に入れ、どの

親も参加する就学時健診、保護者会等の機会を活用した「子育て学習講座」を開催する市町村

への支援を行った。また、児童虐待や子育てに不安を持つ親の増加を踏まえ、子育ての喜びや

尊さについてその認識を高めるため、乳幼児を持つ親を対象とした「子育て親育ちのつどい」

を「子どもに語ろう」地区推進大会に組み入れ、その充実を図った。  

(4)愛 知 県 親子ふれあい芸術劇場等の充実  

   県 内 で 活躍中の能・狂言、室内楽、交響楽の優れた芸術団体に依頼し、県内各地で「愛知県

親子ふれあい芸術劇場」（ 3 種 目 3 公 演 ）を開催した。  

高 校 生の文化部活動の最高の発表の場として愛知県勤労会館、愛知県芸術劇場コンサートホ

ール・小ホール・愛知県美術館において「アートフェスタ－愛知県高等学校総合文化祭－」を

実施した。  

(5)文 化 財 の保存・活用  

急 速 に 変 容 す る 現 代 社 会 に あ っ て 歴 史 的 遺 産 で あ る 文 化 財 を 取 り 巻 く 状 況 は 大 変 厳 し く 、   

そ れ ら を保存し、後世に伝えていくことが大切である。  

 国 、 県 及び市町村指定の無形民俗文化財等を公開し、その保存・伝承を図るとともに、民俗

芸能への理解と認識を深めるための民俗芸能大会を高浜市（ 7 月 ） と東海市（ 2 月 ） で開催し、 
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10 件 の 民 俗芸能を公開した。  

ま た 、県指定無形民俗文化財「大獅子小獅子の舞（半田市）」をビデオテープに記録保存する

事業を実施した。  

  さ ら に 、国や県の指定文化財に対しては、所有者や管理者が行う保存のための修理等の経費

を補助し、その保護に努めた。  

  愛 知 県 埋蔵文化財調査センターでは、埋蔵文化財の保護のため埋蔵文化財包蔵地内で実施さ

れる国・県等の各種開発事業との調整を行った。  

６  高 等 学校教育課－高等学校教育の充実  

(1)新 教 育 課程の理解推進について  

平 成 11 年 3 月 に 新学習指導要領が告示され、高等学校においては、平成 15 年 度か らその学

習指導要領に基づいた教育課程が実施されている。教員及び保護者に対してその趣旨の徹底を

図るための研究協議会の実施、並びに教育課程の研究委嘱等を行った。  

(2)「 世 界 ・人・未来」へ発信する学校づくり推進事業の実施について  

生 徒 がボランティア活動や地域の住民との交流等を行う中で、 特 色ある学校づくりの推進を

目指した高等学校の取組を支援した。平成 17 年 度 は 87 校 の 応 募があり、各学校が提出した事

業計画に基づきコンペ方式により 20 校 を 実 践校として指定した。  

(3)愛 知 県 産業教育審議会の開催について  

本 県 の産業教育の振興を図るため設置されている愛知県産業教育審議会は、平成 16 年 1 月 に

教育委員会から「新しい時代に対応したキャリア教育の在り方について」諮問を受け、平成 18

年 2 月 ま での２年間を検討期間として審議し、同年 2 月 の 審議会を経て答申が出された。  

(4)高 等 学 校への情報処理機器の整備について  

平 成 15 年 度 か ら普通教科「情報」が実施されるなど情報教育の充実を図っている。さらに、

近年の情報技術のめざましい進歩に対応するため、情報処理機器の更新整備を進めるとともに、

平成 18 年 度か ら 6 か 年を計画期間とする「県立学校情報化推進計画」を策定し、情報機器や校

内ネットワーク等の整備を進めている。  

(5)み ん な の専門高校プロジェクト推進事業の実施について  

専 門 高校と小・中学校との連携を図り、ものづくりや体験的学習を通した教育を促進すると

ともに、専門高校の活性化を図るみんなの専門高校プロジェクト推進事業について、平成 17・

18 年 度 の 国の委嘱事業として受け入れ、小学校２校、中学校２校、専門高校１校の計５校で実

施している。  

(6)県 総 合 教育センターについて  

本 県 の教育に関する専門的な研究及び教育相談等を行うとともに、教職員の研修や生徒の実

習を総合的に実施している。  

７  義 務 教育課－義務教育の充実  

(1)心 豊 か な児童生徒育成推進事業  

ア  学 校 ・家庭・地域の連携  

「 平 成 17 年 度 開 かれた生徒指導推進協議会」において、中 1 不 登 校の原因・背景及び対応

の在り方について協議し、県内の小中学校の不登校担当教員や保護者、地域関係者を対象に、

県内の 2 個 所 で研修会を実施した。  
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平成 15 年 度か ら、不登校対策実践研究事業を実施し、不登校児童生徒の早期発見、早期対

応をはじめ、より一層きめ細かな支援をするため、適応指導教室等を中心とした不登校対策

に関する中核的機能（県内に 20 の スク ーリング・サポート・センター）を充実し、地域ぐる

みのサポートネットワークの整備を推進してきた。  

  イ  相 談活動の充実  

相 談 事業としては、カウンセリングや精神医学に関する専門知識を有するスクールカウン

セラーを学校へ派遣することにより、児童生徒や保護者や教員等の具体的な悩みや問題に対

応した。  

(2)「 自 然 ・人・未来」へ発信する学校づくり推進事業  

平 成 15 年 度 か ら、学校（園）・ＰＴＡ・地域の三者が連携を図り、家庭や地域の願い・活力

を取り込みながら、「自然・人・未来」へ働きかけ、学校が独自の文化を創造し、発信していく

ことによって、子どもたちの「生きる力」をはぐくむ場となるような特色ある学校（園）づく

りを支援する「『自然・人・未来』へ発信する学校づくり推進事業」を開始した。応募総数６ ８

校（園）の中から、3 幼 稚園、14 小 学校 、7 中 学校を選考し、特色ある活動づくりを支援した。  

８  特 別 支援教育課－特別支援教育の充実  

特別支援教育をいっそう充実させるために、主に次の施策を実施した。  

(1)盲 ・ 聾 ・養護学校の充実  

  ア  ス クールバスの拡充  

    児 童 生 徒の通学の利便性や安全性の向上を図るため、知的障害養護学校にスクールバスを

1 台 増 車した。  

イ  社 会 自立の支援  

卒 業 後の社会生活適応に向け、生徒が企業や施設で実習を行うことを支援した。  

ウ  情 報 教育の推進  

コ ン ピ ュータ を使 って児 童生 徒を指 導で きる教 員育 成を主 な目 的とし て、 情報教 育推 進 事

業 を実 施した 。ま た、児 童生 徒の情 報活 用能力 を養 うため 、コ ンピュ ータ 及び情 報ネ ットワ

ークの環境整備を行った。  

エ  知 的 障害養護学校の過大化への対応  

養 護 学校課題研究調査委員会の報告をもとに、平成 21 年 度の 開校を目指して岡崎地区に知

的障害養護学校を新設するため、基本設計を行った。  

オ  「 地 域・人・未来」へ発信する学校づくりの推進  

各 学 校 が 創 意 工 夫 を 生 か し 魅 力 あ る 学 校 づ く り を 進 め な が ら 、 そ の 成 果 を 「 地 域 ・ 人 ・ 未

来」へ積極的に発信するための活動を支援した。  

(2)個 に 応 じた教育推進と理解推進  

   保 護 者 の特別支援教育に対する理解推進、適正就学に資するため、県立養護学校 15 校 で体 験

入学を行った。また、各教育事務所管内８か所で入学前就学相談を行ったほか、小・中学校に

在学する障害のある児童生徒に対して障害に応じた指導の一層の充実を図った。   

(3)特 別 支 援教育の推進  

   県 内 の 特別支援教育体制の推進を図るため、以下のような取組を実施した。  

   障 害 の ある子ども及びその保護者を乳幼児期から学校卒業後まで生涯にわたって支援する方  
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策を検討するため、県レベルでの「愛知県特別支援教育連携協議会」を設置するとともに、県

内 6 地 区 に 7 つ の 「地区特別支援教育連携協議会」を設置した。また、小・中学校の通常の学

級に在籍する LD、 ADHD、高 機 能自閉症等の児童生徒を支援するため、盲・聾・養護学校の教員

と学識経験者による専門家チームが、市町村教育委員会からの要請に応じて小・中学校を訪問

し、該当校の教員等へ指導助言を行った。  

９  健 康 学習課－心の健康教育の推進  

青少年の心身の健康問題をはじめ少年による凶悪犯罪の多発など大変憂慮される状況が続いて

いる中で、自他の生命の尊重を基盤とする健康教育を「からだと心の健康教育」と称し、心の教

育に主眼を置いて、健康に関する当面の課題に向けた対策を講じるため、「からだと心の健康教育

推進事業」を次のとおり実施した。  

(1）「 か らだと心の専門講座」の開催 ･･･学 校 に おける健康教育の充実と教員の薬物乱用防止教育、 

性 教 育、心の教育に関する専門的な資質を高めるため、医師、大学関係者等を講師として小・ 

中 ・ 高等学校の教員を対象に講義・演習・実習等の講座を開催した。  

(2）「 ピ ア カ ウ ン セ リ ン グ 体 験 セ ミ ナ ー 」 の 開 催 ･･･生 徒 自 身 が か ら だ と 心 の 健 康 問 題 に つ い て 関

心を高め、仲間同士で話題を共有し、問題解決の能力を身に付けることを目的として体験セ

ミナーを開催した。  

１０  体 育 スポーツ課－県民総スポーツの振興  

(1)学 校 体 育の振興  

   全 国 中 学校体育大会が東海ブロック等で、全国高等学校総合体育大会が千葉県等で開催され、

それぞれ 450 名 、 1,092 名 の 生 徒が参加した。  

(2)生 涯 ス ポーツの振興  

   県 民 の スポーツに対する興味、関心の高まりを踏まえ、県民が生涯にわたり生活の中にスポ

ーツ・レクリエーション活動を取り入れるきっかけとなるよう、ニュースポーツを含む 28 種 目

に より「愛知スポーツ・レクリエーションフェスティバル」を開催した。  

   ま た 、 高度・多様化するスポーツニーズに応えることのできる質の高い指導者の養成、確保

を目指して「コミュニティスポーツセミナー」を開催した。  

   さ ら に 本県では、16 年 度 か ら 2 年 間 国のモデル事業の委嘱を受けて平成 16 年 11 月 に 、愛知

県スポーツ会館を指定施設として「広域スポーツセンター」を設立した。  

   広 域 ス ポーツセンターは、総合型地域スポーツクラブの創設や育成に関する支援をすること

を始め、総合型スポーツクラブの交流の拠点になっていくものであり、設立される総合型スポ

ーツクラブの中心的な役割を果たしていくものである。  

(3)競 技 ス ポーツの振興  

第 49 回 国 民体育大会（わかしゃち国体）開催により築き上げた優れた競技力を一過性のもの

にせず、引き続いて国体で優秀な成績を収めることができるように、成年、少年の国体候補選

手を対象に強化事業を実施した。その結果、第 60 回 国 民 体育大会においても、男女総合成績第

4 位 、 女子総合成績第 7 位 の 成績を収めることができた。  

(4)体 育 ・ 野外活動施設の整備  

愛 知 県体育館を始めとする体育・野外活動施設は、開所以来相当の期間を経ており、施設・

設備の改修等が必要となっている。平成 17 年 度は 、スポーツ会館冷凍機分解点検整備工事等を  
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行った。  
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